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この号の主な内容 

1～3 ページ  

かさ上げ宅地・防災集団移転

の現状が問うもの 

4 ページ 

被災者の健康調査継続は自治

体の責務 

５～６ページ 

山元・亘理町独自支援制度拡

充・創設 

７～８ページ 

災害対策基本法改正 「個別

避難計画」策定 努力義務化 

４月２日、復興庁は東日本大震災の土地区画整理事業で造成したかさ上げ宅地

の３割以上、防災集団移転促進事業に伴う跡地も約３割利用が見込まれず、土地

活用を進めるため、自治体へ支援事業を進めることを発表しました。震災から１

０年。「住まいの再建も一区切り」と言われますが、かさ上げ宅地の空地と防災

集団移転跡地問題は、まちづくりの課題としてこれから解決が迫られる問題で

す。本号から３回にわたりまちと住まいの復興事業の現状を考えます。 

 

まちと住まいの復興事業を考える 

かさ上げ宅地・防災集団移転の現状が問うもの 

東日本大震災ですすめられたまちの復興 全体像 

東日本大震災において、「まち（市街地）の復興」事業（面的整備事

業）の全体像は下図のようなものでした。 

 

 

 
これらの面的整備事業により、①防災集団移転で約 8 千 4 百戸分、②区

画整理で約 9 千 4 百戸分、そしてこれらの面的整備地区に災害公営住宅約

3 万戸分、合計約 4 万 8 千戸分の用地・住居が整備されました。 

 これらの事業のうち、まず区画整理事業の宮城県の現状を次ページか

らみていきましょう。 

 出典「東日本大震災における津波被害からの市街地復興事業検証委員会 まとめ」 

①  ② ③ 
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空地が目立つ気仙沼市土地区画整備事業の現状（気仙沼市ホームページより） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

気仙沼市 南気仙沼、鹿折地区 

活用進まぬ かさ上げ宅地 ５割が未活用 

気仙沼市 

土地区画整理事業 4 地区 

 

宮城県の土地区画整理事業 

国交省の集計では、県内３８地区（住居系２７・非住居系１１）で土地区画

整理事業が行われました。住居系の事業面積は３６６．２ha（東京ディズニー

ランド約７個分の面積に相当）。女川町中心部、名取市閖上、石巻市新蛇田な

どのまちづくりが代表例として取り上げられてきました。これらの地区全体で

は約 300ha がすでに活用済み（宅地として住居が建築されている）で、活用率

は 81％です。しかし、約 70ha はまだ空地のままです。活用率の低い（空地が

多い）地区は下表のとおりです。（国交省：２０２０年１２月末現在） 

 県内各区画整理地区の土地活用率 

 
 

市町 地区 活用率

気仙沼市 南気仙沼 47%

気仙沼市 鹿折 54%

七ヶ浜町 代ヶ崎浜A 57%

石巻市 湊北 71%

多賀城市 宮内 72%

女川町 中心部 73%

石巻市 下釜第一 74%

七ヶ浜町 花渕浜 77%

塩釜市 藤倉二丁目 77%

塩釜市 北浜 78%

七ヶ浜町 代ヶ崎浜B 79%

気仙沼市の南気仙沼・鹿折の２地区と

七ヶ浜代ケ崎浜Ａの活用率が低いことがわ

かります。ここで取り上げる気仙沼市の２

地区は右欄に位置図がありますが、面積は

気仙沼市の土地区画整理事業全体の 80％以

上、事業費は南気仙沼が約３０６億円、鹿

折が約２４８億円と事業費は全体の 78％を

占めます。住居系市街地は海面から 3～5.5

ｍ“盛り土かさ上げ”、商業・産業ゾーンは

1.8ｍの盛り土により整備が行われまし

た。 

 

 

南気仙沼地区（20 年 10 月 31 日）                 鹿折地区（20 年 10 月 31 日）  

 
20 年 9 月末完成。計画人口は 2400 人だが、20

年 8 月末時点で 865 人しか住んでいない。 

19 年 9 月竣工。当初計画事業費は約 108 億円

だったが、約 248 億円にも膨らんだ。 
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なぜ活用率が低いのか 

気仙沼の２地区のように市街地で行われた土地区画整理事業で、整備した土

地の活用がなぜ進まないのか？本来なら、市街地を整備してより安心して、便

利な住生活環境になり、住民が戻ってくるはずだったにもかかわらず、被災者

が戻らない状態が改善されないままとなっているのはなぜか？こうした問題は

被災３県のいたるところで見られる現象です。 

読売新聞の調査（２１年３月８日）によれば、たとえば岩手県宮古市田老地区

は、震災前１４００人だった区画整理事業地区人口は１３０人に減少しまし

た。調査全区画整理事業地区３３地区のうち、２６地区で人口が減少していま

す。気仙沼市も 2010 年人口が７万 4368 人だったものが 2020 年１月末時点で

６万 2520 人となっており、６万人を切ることが現実的になっています。 

まちは整備されたのに人々が戻らず、かさ上げ宅地が活用されないままに

なっている最大の原因は、「地権者の同意手続き」と「大規模なかさ上げ」に時

間がかかったため、被災者が避難先での住宅再建を選んだ人が相次いだためで

す。通常の土地区画整理事業平均の 1/4 に短縮されたとはいえ、完成まで、震

災から 6 年 10 か月もかかっています。防集事業は平均 4 年 3 か月でした。再建

資金の不足も大きな要因でした。気仙沼市は「貸与や売却を考える地権者の土

地を商業地にするなど空地解消に取り組む」としていますが、人口減少のなか

で有効な対策となるかは疑問です。土地区画整理事業では、土地売買、賃貸を

自治体が調整を行ったり、自宅を建てれば補助金を支給する仕組みを導入した

自治体もありましたが、結果的には被災地の人口減少を食い止めることには十

分貢献していないのが現状です。国交省は３月に「津波被害からの市街地復興

事業」の有識者検証委員会報告をまとめましたが、十分な結果となっていない

気仙沼２地区の事業は総括されていません。各自治体は「これから１０年の街

づくり」を区画整理事業の現状を検証して、地区住民とともに話し合いを始め

る必要があります。 

 

 出典「東日本大震災における津波被害からの市街地復興事業検証委員会 まとめ」 

＊次号では防災集団移転跡地問題を取り上げます 
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被災者の健康調査継続は自治体の責務 

 昨年 11 月、宮城県はそれまで毎年実施していた「災害公営住宅入居者の健康

調査を打ち切る」との報道がありました。これに対し、11 月 27 日、県民セン

ターは調査継続を求めた要望書を提出しましたが、県は 2021 年度以降の調査打

ち切りの方針を変えませんでした。さらに 2 月 8 日に、宮城県保険医協会、宮城

県民医連、宮城県社会保障推進協議会とともに再び望書を提出し、調査継続を強

く要望しました。宮城県は打ち切り方針を変えていませんが、私たちは継続的に

被災者の健康調査の実施を訴えていきます。 

 

 実態を把握せず、対策は打てない 

 宮城県の震災被災者の健康調査は、2011 年度から借上げ仮設入居者に対し

て、2012 年度からプレハブ仮設入居者に対して調査開始し、2015 年度から災害

公営住宅入居者に調査範囲を拡大して、2019年度まで 9年間実施してきました。

（仮設住宅入居者調査は 2018 年度で終了しています。） 

 直近の災害公営住宅入居者の調査結果は昨年 8 月に発表されています。それに

よれば、年度を重ねるごとに 65 歳以上入居者の構成が高まっていて、2015 年度

対比で、人数で約３千２百人、割合で 11.8ポイントも上昇しています。有病率も

高まり、現在、病気があると答えている方は 64.9％にもなります。 

被災者の方々は、さまざまな困難を抱えながら、年齢を重ねるなかでその困難

も増し、健康への不安を抱えながら生活を続けています。県がこの間実施してき

た健康調査はそうした被災者の実態を把握するうえで貴重な調査でした。 

震災から 10 年をむかえ、今後の課題を首長は口をそろえて「心のケア対策を

重点に」と答えていましたが、被災者の心を含めた健康状態がどう変化している

かを掴まずして対策の打ちようがありません。行政が本当に被災者の心のケアを

重点にして取り組むのなら、今までの調査を継続することが不可欠です。 

災害公営住宅入居者 有病率は 64.9％ 

（令和元年度 災害公営住宅入居者健康調査報告書） 
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福島県沖地震被害を受け 

山元町・亘理町 独自支援制度を拡充・創設 
 
福島県沖地震 被災者生活再建支援法も 災害救助法も適用されず 

 ２月 13 日、後に東日本大震災の余震だったと判定された最大震度６強の地震が発

生しました。これに伴い、福島市（2/20）・桑折町、新地町（3/5）・福島県（4/15）

に被災者生活再建支援法が適用されました。例えば桑折町、新地町は「全壊」判定５

世帯以上という適用基準に対し、それぞれ６世帯、１６世帯の世帯数であったことか

ら支援法が適用されました。これによって、最大で生活再建支援金（基礎支援金・加

算支援金）が最大３００万円まで支給されることになります。しかし、宮城県での被

害は支援法の適用基準を満たさない被害であったため、適用された自治体はありませ

んでした。 

 しかし、適用基準を満たした新地町と隣接する山元町の被害を比較すると、罹災の

レベルは異なるものの被害にあった総件数（判定件数）はほとんど変わりません。支

援法の適用基準が「全壊被害が何世帯あったか？」を基準にしているため、全壊以外

の被害がいくら多くても支援法は適用されない仕組みになっているのです。逆に言え

ば、大規模半壊以下の被害がほとんどなくても、全壊が一定数以上であれば適用され

るのです。 

【福島県沖地震にかかる山元・新地両町の罹災判定】 単位：件 

 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊 判定件数 

山元町 0 3 12 40 379 923 1357 
新地町 16 10 21 85 915 322 1369 

新地町は４月２２日時点、山元町は４月２０日時点の件数 

 

今回の地震では、福島県は地震翌日の２月１４日に災害救助法を８市９町に適用し

ました。しかし、宮城県は政府が「複数回にわたり…災害救助法の適用について助言

を行って」いたにも関わらず、県は「救助法の適用をする状況には至っていない」と

して災害救助法の適用を行いませんでした（３月 10 日衆院国交委員会質疑）。このこ

とによって、災害救助法の適用が条件である「応急修理制度」を宮城県では利用でき

ません。この制度は自宅修理費として半壊以上で上限５９万５千円、準半壊で３０万

円を国が補助する制度ですが、同じ半壊被害があっても新地町では応急修理制度を利

用できるが、宮城県内市町村では利用できないことになってしまいました。 

 

町・県 独自支援制度創設へ 

 山元町は全世帯の約３割が何らかの被害を受けるという大きな災害だったにもかか

わらず、被災者生活再建支援法も災害救助法も適用されないことから、地震被害に対

して「公費は出ない」状況を、斎藤町長は「災害は県境で割り切れるものではない。

（河北新報 2/22）」とし、町独自の支援の検討に入らざるを得ませんでした。 

 また、これまで「県独自の被災者支援制度は国の制度があるから創設しない」とし

てきた宮城県も３月５日の県議会予算特別委員会で「（福島県沖地震を受け）被災者

の生活再建に向けた独自の支援策を検討する」ことを表明しました。 

 

 

山元町と新地町 

 

山元町被害状況 

 
ＪＶＯＡＤホームページ

より 
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独自支援制度の恒久化を 

瓦屋根改修補助事業を新設 

←屋根の修理にあたるボランティア（山元町） 

オープンジャパン災害支援 HP より 

山元町が運用を始める制度は「損害見舞金」、「被災者住宅再建支援金」、「瓦

屋根改修補助金」の三つです。損害見舞金は既存制度を見直したものです。住

宅再建支援金は福島県沖地震被害に限定した制度で、国の被災者生活再建支援

制度を基礎にして、町独自に「中規模半壊」以下の被害に対して「基礎支援

金」を支給するところに特徴があります。ただ、恒久制度ではないことが問題

です。国の被災者生活再建支援法の適用基準では災害支援格差が生まれること

が今回の災害で立証されたわけで、今後の災害に備えるならば、町独自の支援

制度を恒久化することが必要です。また宮城県もそうした市町を財政的にバッ

クアップするために、他県がそうしているように県独自の支援制度を恒久的に

つくるべきです。 

 

 
 

こうした制度とともに、国の屋根の耐風改修に関する制度を活用して、被災

した瓦屋根の改修補助制度を新設しています。瓦屋根が破損してずれていたり

した家屋や、新たに耐震・耐風基準に適合した屋根に吹き替える場合、最大 55

万 2千円の補助金が支給されるものです。 隣町の亘理町では今回の地震で 105

件の屋根瓦の被災が確認されており、山元町と同一制度を運用します。一昨年

の台風被害の時のように、強風により屋根被害が多発した地域ではブルーシー

トをかけたままの家が目立ち、それへの対応が求められていましたが、この制

度により、ブルーシート解消が早まることが期待されます。 

 

   

    
  

山元町・亘理町　福島県沖地震に伴う町独自支援制度

基礎支援金 加算支援金

建設・購入　２００万円

補修　　　　１００万円

賃貸　　　　　５０万円

建設・購入　２００万円

補修　　　　１００万円

賃貸　　　　　５０万円

建設・購入　１００万円

補修　　　　　５０万円

賃貸　　　　　２５万円

半壊 １５万円

３万円 ７万円

全壊

被災者住宅再建支援金損害見舞金

（１世帯あたり）

１００万円７万円

半壊

準半壊

半壊解体

５万円

５０万円大規模半壊

２５万円

半壊以上の被害や、敷地被害でやむを得ず住宅を解体し

た場合、全壊扱いとなります。

中規模半壊
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災害対策基本法改正 

「個別避難計画」策定、努力義務化 

 4 月 29 日、改正災害対策基本法が参院本会議で、全会一致で可決され成立しま

した。「警戒レベル 5」までの新しい警戒レベルが運用され、今まで避難勧告と避

難指示が混在していましたが、避難勧告を廃止して避難指示に一本化されます。 

 このことともに、今回の改正では、避難行動要支援者の円滑で迅速な避難のた

めに「個別避難計画」の作成を市町村の努力義務としたことが重要な点です。 

 

避難行動要支援者とは 

 2013 年の災害対策基本法改正で、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、傷病

者、難病者など防災上特に配慮を要する方（「要配慮者」）のうち、災害発生時に

避難等に特に支援を要する方を「避難行動要支援者」として、それらの方の名簿

（避難行動要支援者名簿）の作成が市町村に義務付けられました。そして本人同

意の下、名簿を地域の自主防災組織等に事前提供することを可能にしました。 

         
 2019 年 6 月時点で全国市町村のうち、98.9％が作成済みです。つまり名簿はほ

ぼ全自治体で作成が終了しています。しかし、名簿に記載された全員の「個別避

難計画」を作成した市町村は 12％にとどまっており、一部作成が 50％、未作成が

38％となっています。内閣府指針で「作成が望まれる」と任意の取り組みとなっ

ていることが作成遅れの一因となっていました。今回の改正で「任意」から「努

力義務」化し、個別避難計画の策定を進めることが狙いです。 

 

個別避難計画 5年間で 51万人策定 

個別避難計画は避難に必要な人ごとに、支援者、避難場所、自宅からの経路、

避難時の配慮事項などを記載するものです。しかし、避難行動要支援者名簿に掲

載されている人は全国で約 784 万人（19 年 6 月時点）にのぼります。政府は要介

護度 3～5 で自立避難が困難な人のうち、ハザードマップで危険な区域に住む人

や一人暮らしの人など優先度が高いと自治体が判断した人を対象として、5 年が

かりで約 51 万人分の策定を進める方針です。策定にあたっては、高齢者や障が

い者の事情に詳しい福祉・介護事業者や社協に計画を委託したり、計画に協力し

た介護支援専門員（ケアマネジャー）や相談支援専門員、民生委員らに謝礼金を

払う費用も支援する予定になっています。（5 年間で総額 36 億円を見込む） 
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「避難行動要支援者 個別避難計画」例 東近江市の例 

 

地域住民・団体が連携して策定を 

 個別避難計画の例は下図のような内容ですが、このうち「避難支援者」の特定

が必要ですが、この欄を埋めることは難易度が高く、支援の担い手側では「責任

を負うのが怖い」という声、要支援者側では「地域活動に参加していないため、

見知った人が近所にいない」という声があるといいます。また「支援ができなく

ても法的責任は問われないが、報酬や謝礼もなく、要支援者には頼みにくさがあ

る」とも言われています（3 月 10 日朝日新聞佐賀県版）。 

 このように個別避難計画の策定には、従来にない手間と地域全体での取り組み

が必要になります。またそうでなければ実態を伴った計画にはなりませんから、

最初の段階から、幅広い関係住民、団体が参加し、地域の状況と住民の声を踏ま

えた計画づくりが求められます。 

 

災害ケースマネジメントの「被災前」版として 

 「災害ケースマネジメント」は被災者一人ひとりに必要な支援を行うため、被

災者に寄り添い、その個別の被災状況・生活状況などを把握し、それに合わせて

様々な支援を組み合わせた計画をたてて、連携して支援する仕組みです。いわば

「被災後」に焦点をあてた取り組みですが、個別避難計画は災害ケースマネジメ

ントの「被災前」版ともいえるでしょう。自治体は地域全体の取り組みとして、

支援を強めることが必要です。 

 
↓避難支援者記入欄 


